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〇
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工

法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
に
つ
い
て
の
取
扱

業
者
の
認
証
の
技
術
的
基
準
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
一
六
二
五
）

〇
令
和
七
管
理
年
度
に
お
け
る
特
定
水
産
資

源
（
す
る
め
い
か
）
の
採
捕
の
停
止
に
関

す
る
件
（
同
一
六
二
六
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な

実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に

関
す
る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が

指
定
す
る
公
的
給
付
を
定
め
る
告
示

（
デ
ジ
タ
ル
庁
一
三
）

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定

め
る
命
令
第
七
十
四
条
の
内
閣
総
理
大
臣

及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
を
定
め
る

告
示
（
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
二
九
）

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六

十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣

が
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
告
示

（
同
三
〇
）

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
総
務
三
五
四
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
く
自
主
回
収
の
認
定

取
消
に
関
し
て
公
示
す
る
件

（
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・
環
境
六
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
九
八
四
、
九
八
五
）

〔
省

令
〕

〇
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
厚
生
労
働
一
一
〇
）

〇
地
方
航
空
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
国
土
交
通
一
〇
六
）

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
一
〇
七
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
二
八
九
）

〇
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工

法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農
林
規
格

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
農
林
水
産
一
六
二
二
）

〇
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工

法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
格
付
の
表
示
の

様
式
及
び
表
示
の
方
法
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
一
六
二
三
）

〇
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工

法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
に
つ
い
て
の
検
査

方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
六
二
四
）

〇
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
登
録
規

程
に
よ
り
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講

習
実
施
機
関
の
講
習
委
員
を
変
更
す
る
件

（
同
九
八
六
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

最
高
裁
判
所

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
北
海
道
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
五
、
大
阪

同
四
・
五
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
二
六
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
会
社
更
生
、

再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他





省

令

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
規
約
の
承
認
の
申
請
）

（
規
約
の
承
認
の
申
請
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

法
第
三
条
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

２

法
第
三
条
第
四
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年

金
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
第
一
号
等
厚
生

年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組

合
が
あ
る
と
き
は
当
該
労
働
組
合
、
当
該
第
一

号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す

る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
過
半
数
代
表
者
と

法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
主

（
次
項
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九

条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
、
第
六
十
一
条

並
び
に
第
七
十
二
条
を
除
き
、
以
下「
事
業
主
」

と
い
う
。）と
の
協
議
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

四

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年

金
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
第
一
号
等
厚
生

年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組

合
が
あ
る
と
き
は
当
該
労
働
組
合
、
当
該
第
一

号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す

る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
過
半
数
代
表
者
と

法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
主

（
次
項
、
次
条
第
一
項
、
第
十
二
条
の
二
第
一

項
、第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
、

第
六
十
一
条
並
び
に
第
七
十
二
条
を
除
き
、
以

下
「
事
業
主
」
と
い
う
。）と
の
協
議
の
経
緯
を

明
ら
か
に
す
る
書
類

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
削
る
）

第
三
条
の
二

簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と

す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
、
法
第

三
条
第
四
項
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
実
施
し
よ

う
と
す
る
企
業
型
年
金
が
同
条
第
五
項
に
規
定
す

る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

書
類
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲

げ
る
書
類
と
す
る
。

第
三
条
の
二

（
略
）

第
三
条
の
三

（
略
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

と
す
る
。

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
及
び
第
九
号
か
ら
第

十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て

は
、簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。

一
〜
十
八

（
略
）

一
〜
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条

法
第
五
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
規
約
の

変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由

を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
条

法
第
五
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
規
約
の

変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由

を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
定
拠
出

年
金
運
営
管
理
機
関
へ
の
委
託
（
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
再
委
託
を
含
む
。）に
関
す
る
事

項
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
に
係
る
契

約
書

（
削
る
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理

契
約
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当

該
契
約
の
契
約
書

二
〜
七

（
略
）

四
〜
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
削
る
）

第
六
条
の
二

簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業

主
が
、
前
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
同

項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲

げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業

主
が
、
前
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
実

施
す
る
企
業
型
年
金
が
法
第
三
条
第
五
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
百
六
号

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年

政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
航
空
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
号

社
会
経
済
の
変
化
を
踏
ま
え
た
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
令
和
七
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
条
第
四
項
第
四
号
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





地
方
航
空
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
航
空
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
航
空
管
制
運
航
情
報
官
）

（
航
空
管
制
運
航
情
報
官
）

第
六
十
二
条

（
略
）

第
六
十
二
条

（
略
）

（
削
る
）

２

八
尾
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
松
山

空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港

事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所

及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官

は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
航

空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

二

航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三

遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ

と
（
総
務
課
及
び
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。）。

四

航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
を
除

く
。）に
関
す
る
こ
と
。

五

管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
国
内
航
空

通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

六

運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会

設
置
法
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す

る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

２

丘
珠
空
港
事
務
所
、
三
沢
空
港
事
務
所
、
百
里

空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
小
松
空
港
事

務
所
、
美
保
空
港
事
務
所
、
岩
国
空
港
事
務
所
、

徳
島
空
港
事
務
所
及
び
高
知
空
港
事
務
所
の
航
空

管
制
運
航
情
報
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

３

丘
珠
空
港
事
務
所
、
三
沢
空
港
事
務
所
、
百
里

空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
小
松
空
港
事

務
所
、
美
保
空
港
事
務
所
、
岩
国
空
港
事
務
所
及

び
徳
島
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官

は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

八
尾
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
松
山

空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港

事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務

所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
新
設
）

一

航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
航

空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

二

航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三

遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ

と
（
総
務
課
及
び
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。）。

四

航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
を
除

く
。）に
関
す
る
こ
と
。

五

管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
国
内
航
空

通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

六

運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会

設
置
法
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す

る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

４

八
尾
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
北
九

州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港

事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航

情
報
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

八
尾
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知

空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港

事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務

所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

６

松
山
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分

空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制

運
航
情
報
官
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か
、
関
西
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制

運
航
情
報
官
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

６

松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
長
崎

空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港

事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
及

び
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
関
西
空
港

事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

７
〜
10

（
略
）

７
〜
10

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
百
七
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之





道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
封
印
）

（
封
印
）

第
八
条

封
印
の
取
付
け
は
、
自
動
車
の
後
面
に
取

り
付
け
た
自
動
車
登
録
番
号
標
の
左
側
の
取
付
け

箇
所
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条

封
印
の
取
り
つ
け
は
、
自
動
車
の
後
面
に

取
り
つ
け
た
自
動
車
登
録
番
号
標
の
左
側
の
取
り

つ
け
箇
所
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
封
印
取
付
受
託
者
の
要
件
）

（
封
印
取
付
受
託
者
の
要
件
）

第
十
三
条

法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条

法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

運
輸
監
理
部
長
と
運
輸
支
局
長
又
は
二
以
上

の
運
輸
支
局
長
か
ら
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
封
印
の
取
付
け
の
業
務
の
実

施
体
制
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
標
識
）

（
標
識
）

第
十
四
条

法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
封
印
取
付
受
託

者
」
と
い
う
。）が
掲
げ
る
標
識
の
様
式
は
、
第
一

号
様
式
の
三
と
す
る
。

第
十
四
条

法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
封
印
取
り
つ
け

受
託
者
」
と
い
う
。）が
掲
げ
る
標
識
の
様
式
は
、

第
一
号
様
式
の
三
と
す
る
。

（
封
印
取
付
責
任
者
）

（
封
印
取
り
つ
け
責
任
者
）

第
十
五
条

封
印
取
付
受
託
者
は
、事
業
場
ご
と
に
、

封
印
の
取
付
け
、
保
管
及
び
出
納
に
関
す
る
事
項

を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
封
印
取
付
責
任
者
を
選
任

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

封
印
取
り
つ
け
受
託
者
は
、
事
業
場
ご

と
に
、
封
印
の
取
り
つ
け
、
保
管
及
び
出
納
に
関

す
る
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
封
印
取
り
つ
け

責
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
の
確
認
）

（
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
の
確
認
）

第
十
五
条
の
二

封
印
取
付
受
託
者
は
、
当
該
自
動

車
に
取
り
付
け
ら
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記

載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
及
び
当
該
自
動
車
の

車
台
番
号
が
当
該
自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
た

自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
と
同
一
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
封
印
の
取
付

け
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
二

封
印
取
り
つ
け
受
託
者
は
、
当
該

自
動
車
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
標

に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
及
び
当
該
自
動

車
の
車
台
番
号
が
当
該
自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ

れ
た
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
と
同
一
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
封
印
の

取
り
つ
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

法

規

的

告

示

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整

え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に

認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す

る
先
進
医
療

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整

え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に

認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す

る
先
進
医
療

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

削
除

七

ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
静
脈
内
投
与
、
ナ
ブ
ー
パ
ク

リ
タ
キ
セ
ル
静
脈
内
投
与
及
び
パ
ク
リ
タ
キ
セ

ル
腹
腔く

う

内
投
与
の
併
用
療
法

腹
膜
播は

種
を
伴

う
膵す
い

臓
が
ん

八
〜
五
十
八

（
略
）

八
〜
五
十
八

（
略
）

令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
九
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設

基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
十
一
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
三
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四

年
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
第
十
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法

構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
格
付
の
表
示
の
様
式
及
び
表
示
の

方
法
（
昭
和
四
十
九
年
八
月
六
日
農
林
省
告
示
第
七
百
五

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
五

月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
四
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四

年
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
第
二
十
二
条
（
同

令
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法

構
造
用
た
て
継
ぎ
材
に
つ
い
て
の
検
査
方
法
（
平
成
三
年

六
月
二
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
七
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
二
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
七
十
五
号
）
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製

材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農
林
規

格
（
昭
和
四
十
九
年
七
月
八
日
農
林
省
告
示
第
六
百
号
）

（
Ｊ
Ａ
Ｓ

〇
六
〇
〇
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正

前
の
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造

用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農
林
規
格
に
よ
り
格
付
の
表
示

が
付
さ
れ
た
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
又
は
枠
組
壁
工

法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。





そ

の

他

告

示

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六
十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
情
報
と
す
る
。

事

務

情

報

一

令
和
七
年
度
北
海
道
帯
広
市
暖
房
代
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高

騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、令
和
七
年
度
帯
広
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、

北
海
道
帯
広
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る

給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報

（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
身

体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
入
所

等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
及
び
老

人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
よ
る
福
祉
の
措
置
の

実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
障
害
者
関
係
情
報
（
身
体
障
害
者
福
祉
法

に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

令
和
七
年
度
北
海
道
帯
広
市

暖
房
代
支
援
給
付
金
の
支
給

要
件
の
該
当
性
を
判
定
す
る

必
要
が
あ
る
者
に
係
る
道
府

県
民
税
（
地
方
税
法
第
四
条

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
道

府
県
民
税
（
個
人
に
係
る
も

の
に
限
る
。）を
い
い
、
都
が

同
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
同
号
に
掲

げ
る
税
を
含
む
。）及
び
市
町

村
民
税
（
同
法
第
五
条
第
二

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
五
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四

年
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
第
二
十
五
条
（
同

令
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工

法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
に
つ
い
て
の
取
扱
業
者
の
認
証
の

技
術
的
基
準
（
平
成
十
二
年
六
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示

第
八
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和

八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
六
号

特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
省
令
（
令
和

二
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
九
号
）
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

資
源
管
理
基
本
方
針
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第

千
九
百
八
十
二
号
）
別
紙
２

12
に
規
定
す
る
、
す
る
め

い
か
小
型
す
る
め
い
か
釣
り
漁
業
に
お
け
る
す
る
め
い
か

の
漁
獲
量
の
総
量
が
当
該
大
臣
管
理
区
分
に
係
る
大
臣
管

理
漁
獲
可
能
量
を
超
え
て
お
り
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
。

〇
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
十
三
号

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の

登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
公
的
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

木
原

稔

一

令
和
七
年
度
北
海
道
帯
広
市
暖
房
代
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
七
年
度
帯

広
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
北
海
道
帯
広
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る

給
付
を
い
う
。）

二

令
和
七
年
度
福
島
県
柳
津
町
物
価
高
騰
対
応
子
育
て
世
帯
臨
時
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響

に
鑑
み
、
令
和
七
年
度
柳
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
福
島
県
柳
津
町
か
ら
、
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る

観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
告
示
第
二
十
九
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る

事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る

命
令
第
七
十
四
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

木
原

稔

総
務
大
臣

林

芳
正

一

令
和
七
年
度
北
海
道
帯
広
市
暖
房
代
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
七
年
度
帯

広
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
北
海
道
帯
広
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る

給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
（
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
身
体
障
害
者
福
祉

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
知
的
障
害
者
福
祉

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和

三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
よ
る
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
障
害
者
関
係
情
報
（
身

体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
更
生
援
護
に
関
す
る

情
報
を
い
う
。）、
生
活
保
護
関
係
情
報
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実

施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
地
方
税
関
係
情
報
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他

の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
税
額
又
は
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事
項
に
関

す
る
情
報
を
い
う
。）、
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情

報
（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
含
む
。）の

管
理
に
関
す
る
事
務

二

令
和
七
年
度
福
島
県
柳
津
町
物
価
高
騰
対
応
子
育
て
世
帯
臨
時
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響

に
鑑
み
、
令
和
七
年
度
柳
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
福
島
県
柳
津
町
か
ら
、
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る

観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報（
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十

四
号
）
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
児
童
手
当
関
係
情
報
（
児
童
手
当
法
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
及
び
旧
特
例
給
付
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
を
い
う
。）の
支
給
に

関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
及
び
令
和
五
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
（
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に

関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
に
係
る
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
告
示
第
三
十
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
）
第
百
六
十
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号

に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六
十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事

務
及
び
情
報
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

木
原

稔

総
務
大
臣

林

芳
正





律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
更
生
援
護
に
関
す
る
情
報
を
い

う
。）、
生
活
保
護
関
係
情
報
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
地
方
税
関
係
情

報
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方

税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
税
額
又
は
そ
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
児
童
扶
養
手
当
関
係

情
報
（
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ

る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
公
的

給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確

実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法

律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

項
第
一
号
に
掲
げ
る
市
町
村

民
税
（
個
人
に
係
る
も
の
に

限
る
。）を
い
い
、
特
別
区
が

同
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
同
号
に
掲

げ
る
税
を
含
む
。）並
び
に
公

的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿

関
係
情
報
に
関
す
る
情
報

二

令
和
七
年
度
福
島
県
柳
津
町
物
価
高
騰
対
応
子
育
て
世
帯
臨
時
支
援
給
付

金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
七
年
度
柳
津
町
一
般

会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
福
島
県
柳
津
町
か
ら
、
子
育
て
世
帯
を
支
援
す

る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る

た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
関
係
情
報
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る

情
報
を
い
う
。）、
児
童
手
当
関
係
情
報
（
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
及
び
旧
特
例
給
付
（
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の

給
付
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
公
的
給
付
支
給
等
口
座

登
録
簿
関
係
情
報
及
び
令
和
五
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連

給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
二
号
）

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
に
係
る
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管

理
に
関
す
る
事
務

令
和
七
年
度
福
島
県
柳
津
町

物
価
高
騰
対
応
子
育
て
世
帯

臨
時
支
援
給
付
金
の
支
給
要

件
の
該
当
性
を
判
定
す
る
必

要
が
あ
る
者
に
係
る
公
的
給

付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係

情
報
に
関
す
る
情
報

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

一

名
称

協
同
乳
業
株
式
会
社

二

住
所

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
網
町
十
七
番
二
号

三

当
該
認
定
を
取
り
消
し
た
特
定
容
器
の
種
類

素
材

色

容

量

重
量

用

途

形

状

ガ
ラ
ス

無
色

九
〇
〇
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル

四
〇
〇

グ
ラ
ム

牛
乳
・
乳

飲
料
用

令
和
三
年
三
月
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
二
号

図
第
一
の
と
お
り

一

名
称

森
乳
業
株
式
会
社

二

住
所

埼
玉
県
行
田
市
富
士
見
町
一
丁
目
三
番
二
号

三

当
該
認
定
を
取
り
消
し
た
特
定
容
器
の
種
類

素
材

色

容

量

重
量

用

途

形

状

ガ
ラ
ス

無
色

一
八
〇
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル

一
七
一

グ
ラ
ム

牛
乳
・
加

工
乳
・
乳

飲
料
用

令
和
六
年
十
月
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
三
号

図
第
四
の
と
お
り

一

名
称

森
永
乳
業
株
式
会
社

二

住
所

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
五
番
二
号

三

当
該
認
定
を
取
り
消
し
た
特
定
容
器
の
種
類

素
材

色

容

量

重
量

用

途

形

状

ガ
ラ
ス

無
色

九
〇
〇
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル

四
〇
七

グ
ラ
ム

牛
乳
・
乳

飲
料
用

平
成
九
年
八
月
厚

生

省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省
告
示
第
二
号

図
第
二
十
一
の
と
お
り

ガ
ラ
ス

無
色

一
八
〇
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル

一
三
〇

グ
ラ
ム

牛
乳
・
乳

飲
料
・
乳

酸
菌
飲
料

用

平
成
二
十
一
年
五
月
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
二
号

図
五
の
と
お
り

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク

白
色

｜

二
・
五

グ
ラ
ム

牛
乳
・
乳

飲
料
・
乳

酸
菌
飲
料

の
瓶
用
の

キ
ャ
ッ
プ

平
成
二
十
一
年
五
月
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
二
号

図
六
の
と
お
り

ガ
ラ
ス

無
色

一
二
五
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル

一
八
一

グ
ラ
ム

乳
酸
菌
飲

料
用

平
成
二
十
四
年
四
月
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
一
号

図
第
五
の
と
お
り

一

名
称

日
本
酪
農
協
同
株
式
会
社

二

住
所

大
阪
府
和
泉
市
小
田
町
一
丁
目
八
番
一
号

三

当
該
認
定
を
取
り
消
し
た
特
定
容
器
の
種
類

素
材

色

容

量

重
量

用

途

形

状

ガ
ラ
ス

無
色

九
〇
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル

一
五
八

グ
ラ
ム

は
っ
酵

乳
・
乳
酸

菌
飲
料
用

令
和
三
年
三
月
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
二
号

図
第
二
の
と
お
り

ガ
ラ
ス

無
色

一
八
〇
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル

二
〇
五

グ
ラ
ム

牛
乳
・
加

工
乳
・
乳

飲
料
・
清

涼
飲
料
用

令
和
三
年
三
月
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
二
号

図
第
三
の
と
お
り

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
総
務
省
告
示
第
三
百
五
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

林

芳
正

一

名

称

令
和
七
年
度
多
国
間
空

演
習
（
国
外
）
参
加
部
隊

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

四
十
人
程
度

四

派

遣

地

域

イ
タ
リ
ア
共
和
国

〇
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
六
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
十
八
条

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

城
内

実

環
境
大
臣

石
原

宏
高





路

線

名

第
一
東
海
自
動
車
道

道
路
の
区
域区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

静
岡
市
清
水
区
蒲
原
中
字
東
峠
七
〇
六
番
か
ら
同
市
清
水
区
蒲
原
中
字

東
峠
七
一
〇
番
四
ま
で

前

最
大

七
九

四
二

最
小

六
六

後

最
大

七
七

最
小

六
二

路

線

名

第
一
東
海
自
動
車
道

道
路
の
区
域区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

裾
野
市
千
福
字
平
山
耕
地
四
一
五
番
地
内

前

最
大

九
三

二
六

最
小

八
一

後

最
大

九
三

最
小

八
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
一
）
〜
（
八
）

（
略
）

（
一
）
〜
（
八
）

（
略
）

（
九
）
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
委
員
の
氏

名

小
見

康
夫
、
吉
田

正
寿
、
山
本

祐
也
、
嶋
田

浩
二
、
中
村

達
人
、
泉

貴
之
、
飯
田

剛

（
九
）
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
委
員
の
氏

名

小
見

康
夫
、
吉
田

正
寿
、
山
本

祐
也
、
嶋
田

浩
二
、
中
村

達
人
、
泉

貴
之
、
鈴
木

啓
之

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
会
事
項

人
事
異
動

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
八
十
四
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高

速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
八
十
五
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高

速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
八
十
六
号

既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
登
録
規
程
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
一
号
）
第
十
九
条
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
十
四
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

衆

議

院

質
問
書
提
出

十
月
二
十
九
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
問
主
意
書
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

更
生
保
護
施
設
委
託
費
減
額
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
藤
原
規
眞
提
出
）

身
体
障
害
者
手
帳
の
認
定
基
準
の
透
明
性
及
び
支
援
の

在
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（

幡
愛
提
出
）

高
齢
者
に
よ
る
火
災
の
防
止
及
び
生
活
支
援
を
含
む
啓

発
活
動
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（

幡
愛
提

出
）

公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
労
働
組
合
結
成
の
促
進
の
適

否
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（

幡
愛
提
出
）

介
護
支
援
専
門
員
の
更
新
制
度
及
び
処
遇
確
保
策
に
関

す
る
質
問
主
意
書
（
大
石
あ
き
こ
提
出
）

質
問
書
転
送

十
月
二
十
九
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し

た
。令

和
七
年
度
よ
り
開
始
し
た
高
等
教
育
修
学
支
援
新
制

度
（
多
子
世
帯
の
学
生
等
に
対
す
る
大
学
等
の
授
業

料
・
入
学
金
の
無
償
化
等
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ス
ル
ガ
銀
行
の
不
正
融
資
問
題
に
関
す
る
懲
戒
処
分
行

員
情
報
及
び
報
告
徴
求
命
令
後
の
実
効
性
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書

参

議

院

議
案
送
付
（
予
備
審
査
）

十
月
二
十
九
日
議
長
は
、
次
の
議
員
提
出
案
を
衆
議
院

に
送
付
し
た
。

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
神
谷
宗
幣
外
三
名

発
議
）

質
問
主
意
書
提
出

十
月
二
十
九
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ

れ
た
。

医
師
の
偏
在
是
正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
に
関
す
る

質
問
主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
二
六
号
）

高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
で
言
及
さ

れ
た
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
経
済
効
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
二
七
号
）

内

閣

特
命
全
権
大
使

勝
亦

孝
彦

同

新
美

潤

同

藤
山

美
典

同

森
下
敬
一
郎

同

山
脇

良
雄

同

伊
藤

恭
子

同

野
口

修
二

同

羽
鳥

隆

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る
（
各
通
）（
十
月
二
十
八
日
）

〇
外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

外
務
大
臣
茂
木
敏
充
海
外
出
張
不
在
中
内
閣
法
第
十
条
の

規
定
に
よ
り
臨
時
に
外
務
大
臣
の
職
務
を
行
う
国
務
大
臣

に
指
定
す
る
（
十
月
二
十
九
日
）

最
高
裁
判
所

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
・
東
京
簡

易
裁
判
所
判
事

古
川

善
敬

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
付
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
付
の
兼
務
を
免
ず
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
・
大
阪
簡

易
裁
判
所
判
事

奥
田

達
生

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
付
を
命
ず
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
（
以
上
十
月
二
十
日
）

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事

西
山

渉

横
浜
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

横
浜
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
（
十
月
二
十
一
日
）

〇
定
年
退
官

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
渡
辺
真
理
は
十
月
二
十
二
日

限
り
本
官
た
る
判
事
が
定
年
退
官
と
な
り
同
時
に
兼
官
た

る
簡
易
裁
判
所
判
事
も
退
官
と
な
る





皇 室 事 項

官 庁 報 告

令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

御 祝 電
天 皇 陛 下 は 、 マ ラ ウ イ 大 統 領 ア ー サ ー ・ ピ ー

タ ー ・ ム タ リ カ 閣 下 の 大 統 領 就 任 に つ き 、 十 月 二

十 七 日 御 祝 電 を 発 せ ら れ た 。

労 働

最低賃金の改正決定に関する公示
北海道労働局最低賃金公示第５号
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第15条第

２項の規定に基づき、北海道処理牛乳・乳飲料、
乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業最低賃金（令
和６年北海道労働局最低賃金公示第５号）の一部
を次のように改正する決定をしたので、同法第19
条第１項の規定により公示する。
令和７年 10 月 31 日

北海道労働局長 村松 達也
第４号中「１時間1048円」を「１時間1113円」
に改める。

附 則
この決定は、令和７年12月１日から効力を生ず
る。

大阪労働局最低賃金公示第４号
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第15条第

２項の規定に基づき、大阪府非鉄金属・同合金圧
延業、電線・ケーブル製造業最低賃金（平成20年
大阪労働局最低賃金公示第８号）の一部を次のよ
うに改正する決定をしたので、同法第19条第１項
の規定により公示する。
令和７年 10 月 31 日

大阪労働局長 高橋 秀誠
第２号中「，押出しを含む」を「、押出しを含
む」に、「，補助的経済活動」を「、補助的経済活
動」に改める。
第４号中「１時間993円」を「１時間1180円」
に改める。

附 則
この決定は、令和７年12月１日から効力を生ず
る。

大阪労働局最低賃金公示第５号
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第15条第

２項の規定に基づき、大阪府はん用機械器具製造
業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造
業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属
線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造
業最低賃金（平成26年大阪労働局最低賃金公示第
５号）の全部を次のように改正する決定をしたの
で、同法第19条第１項の規定により公示する。
令和７年 10 月 31 日

大阪労働局長 高橋 秀誠
大阪府はん用機械器具製造業、生産用機械
器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・
調理等装置、配管工事用附属品、金属線製
品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製
造業最低賃金

１ 適用する地域 大阪府の区域
２ 適用する使用者 前号の地域内で次に掲げる
いずれかの産業を営む使用者
 はん用機械器具製造業
 生産用機械器具製造業（農業用機械製造業
（農業用器具を除く）、建設機械・鉱山機械
製造業、縫製機械製造業、包装・荷造機械製
造業、化学機械・同装置製造業、金属用金型・
同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同
部分品・附属品製造業、ロボット製造業に限
る。）
 業務用機械器具製造業（事務用機械器具製
造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業に
限る。）
 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造
業
 金属線製品製造業（ねじ類を除く）
 船舶製造・修理業、舶用機関製造業
 からまでに掲げる産業において管理、
補助的経済活動を行う事業所
 純粋持株会社（管理する全子会社を通じて
の主要な経済活動がからまでに掲げる産
業に分類されるものに限る。）

３ 適用する労働者 前号の使用者に使用される
労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
 18歳未満又は65歳以上の者
 雇入れ後３月未満の者であって、技能習得
中のもの
 清掃又は片付けの業務に主として従事する
者

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 １時間
1197円
５ この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附 則

この決定は、令和７年12月１日から効力を生ず
る。





公 告

令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

相続権主張の催告

公 示 催 告






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告

除 権 決 定

破産手続開始






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報 破産手続開始及び免責許可申

立てに関する意見申述期間






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定





令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告

免責許可申立てに関する意見
申述期間

特別清算開始
令和７年（ヒ）第１０４号
（本店所在地）和歌山市中649３611
清算株式会社 伸宏商事株式会社
代表清算人 吉田 伸彦
１ 決定年月日 令和７年10月20日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

和歌山地方裁判所民事部
令和７年（ヒ）第５号
宮崎県都城市安久町4742番地１
清算株式会社 サングリーンジャパン株式会社
代表清算人 谷口 智子
１ 決定年月日 令和７年10月20日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

宮崎地方裁判所

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第１００３号
北海道江別市江別太373番地
清算株式会社 株式会社農業生産法人やま道の
里
代表清算人 富永 政博
１ 決定年月日 令和７年10月20日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 弁済の場所・方法
本協定における弁済は、協定債権者の指
定する銀行預金口座宛に振込送金する方
法、その他清算株式会社と協定債権者とで

別途合意する方法により行うものとし、振
込送金の方法による場合、振込送金にかか
る費用は清算株式会社の負担とする。
２ 端数の処理
権利の変更の結果生じる１円未満の端数
は切り捨てる。

第２ 協定債権
１ 弁済
清算株式会社は、協定債権者に対して、
弁済を行わない。ただし、本協定の認可決
定確定後に、新たな財産が発見された場合
は、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、各協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各協定債権者の
債権額に応じて按分して弁済する。
２ 債務免除等
清算株式会社は、協定債権全額について、
本協定認可決定確定時にその債務の免除を
受ける。
また、清算株式会社が、債務免除の効力
発生後に上記１ただし書の規定により弁済
を行う場合は、各弁済の限度で、当該債務
免除の効力は債務免除時に遡って失われ
る。

第３ 協定債権以外の債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権
その他一般の優先権がある債権並びに裁判
所から支払いの許可を受けた債権は随時に
弁済する。

札幌地方裁判所民事第４部
令和７年（ヒ）第１４号
徳島県徳島市津田海岸町５番43号
清算株式会社 株式会社ケイエス
代表清算人 北内 啓夫
１ 決定年月日 令和７年10月20日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
株式会社ケイエスと各協定債権者は、株式会
社ケイエスに対する債権につき、以下のとおり
協定する。
１ 各協定債権者は、本件認可決定の確定時に
各協定債権の債権（本件特別清算決定日の前
後を問わず一切の利息債権、遅延損害金等付
随する債権を含む。）を全額免除する。

２ 清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
本件協定債権者に対し、換価代金から必要な
費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合
に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果
生じる１円未満の端数は切り捨てる。この場
合において、本件協定債権者が第１項により
行った債務の免除は、割合弁済された金額の
限度において効力を失うものとする。

徳島地方裁判所民事部

更生計画認可

令和７年（ミ）第１号
名古屋市北区中切町１丁目84番地
更生会社 愛知電熱株式会社
１ 決定年月日 令和７年10月６日
２ 主文 本件更生計画を認可する。
３ 理由の要旨 管財人から提出された更生計画
案は、可決され、かつ法定の要件を具備してい
る。
４ 更生計画の要旨
凡例
本更生計画案において、以下に掲げる用語は、
それぞれ以下の意義を有する。
用語：意義
本更生計画：認可決定後の本更生計画案
本更生計画案提出日：本更生計画案の提出期限
である2025年８月21日
本更生計画認可決定：本更生計画の認可決定
本更生計画認可決定日：本更生計画の認可決定
がなされた日
更生手続開始決定日：2025年３月21日
管財人：更生会社の管財人である青木良成
更生会社：愛知電熱株式会社
本事業：更生会社の食品・製菓機械の製造及び
販売並びに食品・製菓機械のメンテナンス事
業
ウエスト：株式会社ウエスト
本スポンサー：株式会社アイチ
ＹＣ．ＬＯＧ：本スポンサーの100％子会社で
あるＹＣ．ＬＯＧ株式会社
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コスモバイタル：更生会社の100％親会社であ
る株式会社コスモバイタル
本事業譲渡契約：更生会社と本スポンサーとの
間の2025年３月18日付事業譲渡契約
本事業譲渡：本事業譲渡契約に基づく2025年４
月30日付で実行された事業譲渡
更生債権等：更生会社に係る更生担保権及び更
生債権
第１章 更生計画立案までの経緯（省略）
第２章 更生計画の基本方針と骨子（省略）
第３章 更生債権等に関する権利の変更及び弁

済・納付方法等
第１節 更生担保権の権利の変更及び弁済方

法
第１ 預金質権に係る更生担保権
１ 確定更生担保権
確定した更生担保権のうち預金債権
質権に係る更生担保権の総債権額及び
債権者数は以下のとおりであり、詳細
は別表７「更生担保権（預金質権）弁
済計画表」記載のとおりである。
債権者数：８名
総債権額：1392600円
２ 権利の変更及び弁済方法
別表７「更生担保権（預金質権）弁
済計画表」において、確定更生担保権
額のうち、更生手続開始後の利息及び
遅延損害金は、本更生計画認可決定日
に、全額免除を受ける。
管財人は、前記１記載の確定更生担
保権全額を、本更生計画認可決定確定
日から１か月以内で管財人が指定する
日に、一括弁済する。なお、管財人は、
後記第５章第１節による預金債権質権
の消滅に基づき、当該預金をもって更
生担保権の弁済に充てることができ
る。

第２ リースに係る更生担保権
１ 確定更生担保権
確定した更生担保権のうち、リース
に係る更生担保権の総債権額及び債権
者数は以下のとおりであり、詳細は別
表８「更生担保権（リース）弁済計画
表」記載のとおりである。
債権者数：２名
総債権額：4445230円

２ 更生計画認可決定確定前の処分
前記１の更生担保権について、管財
人は、更生担保権者の同意及び裁判所
の許可を得て、当該更生担保権を被担
保債権とする担保権を抹消した上で当
該更生担保権に係るリース物件を売却
し、その売却代金から売却にあたり必
要な費用等を控除した額を限度として
確定更生担保権額に満つる額まで、当
該更生担保権者のために預金債権質権
を設定することができる。
管財人は、本更生計画認可決定確定
日までに前記に従って売却が完了した
更生担保権については、当該預金債権
質権額を、本更生計画認可決定確定日
から１か月以内で管財人が指定する日
に、一括弁済する。なお、管財人は、
後記第５章第１節による預金債権質権
の消滅に基づき、当該預金をもって更
生担保権の弁済に充てることができ
る。
３ 権利の変更及び弁済方法
管財人は、確定更生担保権全額を、
本更生計画認可決定確定日から１か月
以内で管財人が指定する日に、一括弁
済する。

第２節 優先的更生債権の権利の変更及び弁
済・納付方法

第１ 確定優先的更生債権（公租公課）
確定優先的更生債権の総債権額及び
債権者数は以下のとおりであり、詳細
は別表10「優先的更生債権納付計画表
（公租公課）」記載のとおりである。
債権者数：１名
総債権額：6892083円及び額未定

第２ 権利の変更及び納付方法
１ 延滞金の免除
別表10「優先的更生債権納付計画表
（公租公課）」記載の優先的更生債権の
うち、更生手続開始決定日から１年を
経過する日（その日までに更生計画認
可決定があるときは、当該更生計画認
可決定日）までの延滞金及び本更生計
画認可決定日以降完納に至るまでの延
滞金については、徴収権者の意見を聴
いた上で、本更生計画認可決定日に、
その全額の免除を受ける。
２ 納付方法
前記１による免除後の公租公課に係
る優先的更生債権については、本更生
計画認可決定確定日から１か月以内
に、納付する。

イ 元本等の免除
元本等については、本更生計画
認可決定日に、別表11「一般更生
債権弁済計画表」記載の「免除額」
欄記載の金額について免除を受け
る。ただし、後記ウの追加弁済
を行う場合には、当初の免除につ
いては、追加弁済の範囲内におい
て遡及的にその効力を失う。

第３ 条件付更生担保権
１ 確定更生担保権
確定した更生担保権のうち、条件付
更生担保権の総債権額及び債権者数は
以下のとおりであり、詳細は別表９「更
生担保権（事前求償権）弁済計画表」
記載のとおりである。
債権者数：１名
総債権額：6842000円
２ 更生計画認可決定確定前の処分
前記１の更生担保権について、前記
第２の２の規定を適用する。
３ 権利の変更及び弁済方法
 停止条件が成就した場合
管財人は、別表９「更生担保権（事
前求償権）弁済計画表」の「条件の
内容」欄記載の停止条件が成就した
場合、同別表記載の確定した更生担

保権額の全額を、当該条件成就の日
又は本更生計画認可決定確定日のい
ずれか遅い日から１か月以内で管財
人の指定する日に、一括弁済する。
なお、管財人は、条件付更生担保権
が預金債権質権である場合には、後
記第５章第１節による預金債権質権
の消滅に基づき、当該預金をもって
更生担保権の弁済に充てることがで
きる。
 停止条件が成就しない場合
管財人は、本更生計画認可決定日
から１か月以内に別表９「更生担保
権（事前求償権）弁済計画表」の「条
件の内容」欄記載の停止条件が成就
しない場合、かかる停止条件が成就
しなかった同別表記載の更生担保権
は消滅する。

第３節 一般更生債権の権利の変更及び弁済
方法

第１ 確定一般更生債権（後記第２乃至第
４を除く。）
１ 確定一般更生債権
確定一般更生債権の総債権額及び債
権者数は以下のとおりであり、詳細は
別表11「一般更生債権弁済計画表」記
載のとおりである。
債権者数：82名
総債権額：880218655円及び額未定
２ 権利の変更及び弁済方法
 更生手続開始決定後の利息の請求
権等
前記１の確定一般更生債権のうち
更生手続開始決定後の利息及び遅延
損害金の請求権並びに更生手続開始
後の不履行による損害賠償請求権及
び違約金の請求権については、本更
生計画認可決定日に全額免除を受け
る。
 元本等
ア 権利の変更
前記１の確定一般更生債権のう
ち確定した更生債権の元本等につ
いて、債権者毎に以下のとおり権
利の変更を行う。
区分：債権額：権利変更の内容
（弁済率）
１：10万円以下の部分：全額弁済
２：10万円を超える部分：97％
に相当する額
なお、別表４「清算貸借対照表
（開始決定日）」のとおり、更生会
社の清算配当率は０％であるとこ
ろ、上表のとおり、一般更生債権
に対する本更生計画における弁済
率は、当該清算配当率を上回るも
のである。
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ウ 弁済方法
 基本弁済
前記イによる免除後の残額に
ついて、本更生計画認可決定確
定日から１か月以内で管財人が
指定する日に、一括弁済する。
 追加弁済
前記の基本弁済の後、換価
未了の残余財産の処分等による
換価が終了したことその他の理
由により余剰金が発生し、当該
余剰金から共益債権の支払も含
めた更生会社の更生手続及び清
算手続の遂行に必要と見込まれ
る一切の費用を控除し、なお残
額が存する場合、当該残額を弁
済原資とし、元本等から10万円
を控除した金額の割合に応じて
各一般更生債権者に按分して弁
済する。
なお、追加弁済は、2025年12
月頃までを目処に実施する予定
であり、追加弁済を行うことが
できない場合には、各一般更生
債権者に対して通知を行う。

第２ 条件付一般更生債権
１ 条件付一般更生債権
条件付一般更生債権の総債権額及び
債権者数は以下のとおりであり、詳細
は別表12「条件付一般更生債権弁済計
画表」記載のとおりである。
債権者数：１名
総債権額：3004416円
２ 権利の変更及び弁済方法
 権利の変更
別表12「条件付一般更生債権弁済
計画表」記載の「条件の内容」欄記
載の停止条件が成就した日又は本更
生計画認可決定日のいずれか遅い日
に、前記第１の２アを適用して権
利の変更を受ける。なお、本更生計
画認可決定日から１か月以内に同別
表記載の「条件の内容」欄記載の停
止条件が成就しない場合、かかる停
止条件が成就しなかった更生債権は
消滅する。

 元本等の免除
元本等については、別表12「条件
付一般更生債権弁済計画表」記載の
「条件の内容」欄記載の停止条件が
成就した場合、当該停止条件が成就
した日又は本更生計画認可決定日の
いずれか遅い日に、同別表記載の「免
除額」欄記載の金額について免除を
受ける。ただし、後記の追加弁済
を行う場合には、当初の免除につい
ては、追加弁済の範囲内において遡
及的にその効力を失う。
 弁済方法等
別表12「条件付一般更生債権弁済
計画表」記載の「条件の内容」欄記
載の停止条件が成就した場合、前記
による免除後の残額について、当
該停止条件が成就した日又は本更生
計画認可決定確定日のいずれか遅い
日から1か月以内で管財人が指定す
る日に基本弁済として一括弁済す
る。なお、追加弁済については、前
記第１の２ウを適用する。

第３ 約定劣後更生債権
１ 約定劣後更生債権
約定劣後更生債権の総債権額及び債
権者数は以下のとおりであり、詳細は
別表13「約定劣後更生債権一覧表」記
載のとおりである。
債権者数：１名
総債権額：50070410円及び額未定
２ 権利の変更
前記１の約定劣後更生債権は、本更
生計画認可決定日に、その全額の免除
を受ける。

第４ 本スポンサー及びＹＣ．ＬＯＧの一
般更生債権の劣後化
１ 本スポンサー及びＹＣ．ＬＯＧの一
般更生債権
本スポンサーは、債権額155041150
円の一般更生債権を、ＹＣ．ＬＯＧは、
債権額14024208円の一般更生債権を
有しており、詳細は、別表14「一般更
生債権弁済計画表（本スポンサー及び
ＹＣ．ＬＯＧ）」記載のとおりである。
２ 権利の変更
前記１の本スポンサー及びＹＣ．Ｌ
ＯＧの有する一般更生債権は、本更生
計画認可決定日に、その全額の免除を
受ける。

第４節 権利の変更及び弁済等に関するその
他の事項

第１ 弁済・納付の場所
１ 弁済・納付の場所
本更生計画による弁済は、弁済時に
おける当該弁済に係る債務者である更
生会社の本店所在地において行う。
ただし、債権者が金融機関の口座へ
の振込を求めた場合には、その指定に
従い、振込費用は弁済を行う更生会社
の負担とする。また、公租公課の納付
は、徴収権者の指定する方法及び場所
において行う。
更生会社が源泉徴収又は特別徴収を
すべき債権については、当該源泉徴収
等をした上で、残額を弁済する。
２ 金融機関休業日の取扱い
弁済日が、金融機関の休業日である
場合には、翌金融機関営業日に弁済す
る。

第２ 取下げ又は放棄がなされた債権の取
扱い
本更生計画認可決定日までの間に更
生担保権又は更生債権の一部の取下げ
又は放棄がなされたとき、更生債権等
の権利の変更及び弁済については、取
下げ又は放棄がなされた更生債権等の
残額を基準として行う。

第３ 債権譲渡等の取扱い
１ 更生手続開始決定日以降、本更生計
画認可決定日までに更生債権等の譲渡
又は移転がなされた場合
更生債権等の権利の変更及び弁済に
ついては、当該更生債権等の譲渡又は
移転（本第３において、以下「譲渡等」
という。）がなされる前の債権額を基準
として行う。ただし、更生債権等の一
部の譲渡等がなされたときにおける更
生債権等の弁済については、当該更生
債権等の譲渡等がなされる前の債権額
を基準としてなされた権利変更後の更
生債権等に係る弁済を、当該更生債権
等の譲渡等がなされる前の債権者と後
の債権者の有する債権額に按分して行
うものとし、端数処理は後記第４に従
うものとする。

２ 本更生計画認可決定日後に更生債権
等の譲渡等がなされた場合
更生債権等の弁済については、譲渡
等の対象である権利変更後の更生債権
等の内容に応じて行う。

第４ 端数処理
本更生計画に基づく弁済額の１円未
満の端数は、これを切り上げる。

第５ 充当順序
更生債権者等が本更生計画による弁
済を受ける更生債権等に、元本に加え、
利息又は損害金（約定損害金を含む。
以下本第５において同じ。）が含まれる
場合には、当該更生債権等に対する弁
済の充当は、別に定めのない限り、元
本、利息、損害金の順とし、また、別
に定めのない限り、いずれの場合も、
同じ性質の債権については発生時期の
古いものから順次充当する。

第６ 反対債権がある場合の処理
管財人は、更生債権者等に対し本更
生計画に基づき更生債権等を弁済する
にあたり、更生債権者等に対して弁済
期の到来した債権を有する場合、当該
債権を自働債権とし、本更生計画に基
づく権利変更後の更生債権等を受働債
権として、対当額にて相殺の上、残額
を弁済することができる。

第７ 損害金等
本更生計画の定めによる弁済には利
息、損害金等を付さない。

第８ 更生債権者等を確知できない場合
管財人は、本更生計画に基づく弁済
をすべき更生債権者等を確知できない
場合、当該更生債権者等を確知できた
ときに弁済するか、又は、弁済供託を
行うことで免責されるものとする。こ
の場合、管財人は、当該更生債権者を
確知するまでの間の利息、損害金等の
支払いを要しない。

第４章 未確定更生債権等に対する措置
本更生計画案提出日において、会社更
生法第151条第１項本文に規定する異議
等のある更生債権等で、その確定手続が
終了していないものはない。
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第５章 担保権等の措置
第１節 存続する担保権

別表15「存続する担保権一覧表（預
金債権質権）」記載の各預金に設定され
た担保権は、本更生計画認可決定後も、
「新しい債権額」欄記載の額に被担保
債権額を変更した上で存続する。
当該担保権は、管財人が第３章第１
節第１の２の定めに基づく弁済の実施
日を定めた場合、かかる実施日に消滅
する。

第２節 存続しない担保権
更生会社の財産上に存する更生債権
等を被担保債権とする担保権で、前記
第１節において存続する担保権として
掲げた担保権以外の担保権は、本更生
計画認可決定日に全て消滅する。存続
しない担保権がある場合、当該担保権
に係る担保権者は、本更生計画認可決
定後直ちに、当該担保権の抹消に必要
な手続及びこれに必要な一切の書類を
管財人に対して交付しなければならな
い。

第６章 弁済資金の調達方法等
第１節 弁済資金の調達方法

更生債権等の弁済資金は、主として、
本スポンサーから受領した本事業譲渡
の対価及び換価対象資産の換価額等を
もってこれに充てる。

第２節 予想超過収益金の使途
更生手続の終結までに、本更生計画
における予想を超過する収益金が生じ
た場合、当該収益金から、共益債権の
支払も含めた更生会社の更生手続及び
清算手続の遂行に必要と見込まれる一
切の費用を控除し、余剰金が存する場
合、当該余剰金の金額を弁済原資とし
て、各一般更生債権に対して、第３章
第３節第１の２ウ及び第２の２の
規定に従い、追加弁済を行う。

第７章 共益債権・少額債権等の弁済
第１節 共益債権の弁済
第１ 支払済共益債権

管財人が更生手続開始申立日の翌日
である2025年３月19日から2025年６月
30日までに支払った共益債権の額は、
別表16「共益債権支払実績及び未払残
高表」記載のとおりである。

第２ 未払共益債権
更生会社の2025年６月30日現在の未
払共益債権の額は、別表16「共益債権
支払実績及び未払残高表」記載のとお
りである。

第３ 弁済方法
共益債権については、随時弁済する。

第２節 少額債権等の弁済
管財人が会社更生法第47条第５項前
段の規定により裁判所の許可を得て支
払った少額債権等は、別表17「弁済し
た更生債権等一覧表」記載のとおりで
ある。

第８章 更生会社の措置
第１節 株主の権利変更

更生会社は、以下のとおり、その発
行済株式の全てを無償で取得した上
で、全て消却する。
取得する株式の種類及び数：普通株式
36500株
上記株式を取得する日：後記第２節の
募集株式に係る払込みが行われた日
上記株式を消却する日：上記により株
式を取得した日

第２節 募集株式の発行等
更生会社は、次のとおり募集株式を
引き受ける者の募集を行う。会社法第
199条２項に規定する募集事項は、次
のとおりとする。
募集株式の種類：普通株式
募集株式の数：１株
募集株式の払込金額：１株１円
募集株式と引換えにする金銭の払込み
の期日：更生計画認可決定日
増加する資本金に関する事項：増加す
る資本金：１円
募集株式の割当を引き受ける者：管財
人 青木 良成

第３節 定款の変更
更生会社の定款を、別表18「定款新
旧対照表」のとおり変更する。ただし、
管財人は、裁判所の許可を得て、更生
会社の定款をさらに変更することがで
きる。

第４節 役員の選任、更生会社の解散等
第１ 役員の選任等

更生会社の従前の役員は、更生計画
認可決定の時に全て退任する。その上
で、管財人である青木良成を取締役に
選任する。

第２ 解散等
１ 更生会社の解散
更生会社は、更生計画認可決定後、
管財人が裁判所の許可を得て定めた日
に解散し、清算株式会社となる。
２ 清算人の選任
更生会社において、管財人である青
木良成を清算人に選任する。
３ 清算人の任期等
清算人の任期は、更生会社について
清算が結了し、清算結了に係る登記の
時までとする。
管財人は、必要があるときはいつで
も、裁判所の許可を得て、清算人を増
員、解任又は補充することができる。
増員又は補充された清算人の任期も、
更生会社について清算が結了し、清算
結了に係る登記の時までとする。

第５節 清算業務
解散した更生会社の管財人は、本更
生計画に基づいて、清算人として、更
生会社の財産の管理・処分、公租公課
の納付、その他本更生計画の遂行並び
に更生会社の清算に必要な業務を行
う。

第９章 争いの落着しない権利に関する措置
管財人は、更生手続の終結までは、更
生会社における争いの落着しない権利に
ついての訴訟又は調停等を遂行し、これ
らについて和解又は調停の受諾を必要と
するに至ったときは、裁判所の許可を得
て行う。

第10章 その他必要的記載事項
会社更生法第167条第１項第６号及び

第７号に該当する事項はない。
別表１乃至18（省略）

東京地方裁判所民事第20部

更生計画案議決権行使方法等
令和６年（ミ）第１３号
鹿児島県鹿児島市東千石町２番30号
更生会社 株式会社エヌシーガイドショップ
１ 議決権行使の方法
書面投票による行使

２ 投票期間
令和７年10月20日から令和７年11月28日まで

３ 決議の組分け
更生担保権者と更生債権者の二組に分けて行
う。
４ 議決権不統一行使の通知期限
令和７年11月14日
令和７年10月20日

東京地方裁判所民事第20部
小規模個人再生による再生手
続開始



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
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
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
号

官
報

小規模個人再生による再生計
画不認可

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始
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給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告
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令和年月日 金曜日 第号官 報
所
有
者
不
明
建
物
管
理
命
令
に
関

す
る
異
議
の
催
告

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
組
合
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
両
組
合
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表

は
、
甲
及
び
乙
そ
れ
ぞ
れ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
い

て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

秋
田
県
大
館
市
雪
沢
字
水
沢
八

二

（
甲
）
大
館
市
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事

石
田

寛

秋
田
県
大
館
市
比
内
町
扇
田
字
押
切
四
九
番
地
二
二

（
乙
）
比
内
町
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事

中
嶋

義
孝

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
九
日

掲
載
頁

七
十
七
頁
（
号
外
第
一
五
七
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
ゼ
ネ
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

上
野

憲
二

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
井
深
町
一
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ラ
ッ
シ
ュ
シ
ス
テ
ム
ズ

代
表
取
締
役

浮
田

真
一

合
併
公
告

左
記
連
合
会
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
に
、
甲
は

経
営
管
理
委
員
会
を
、
乙
は
臨
時
総
会
を
そ
れ
ぞ
れ
開
催

し
て
、
両
連
合
会
は
令
和
八
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
合
併

を
し
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙

は
解
散
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
決
議
に

異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
両
連
合
会
の
最
終
貸
借
対
照
表
は
、
甲
、
乙
そ

れ
ぞ
れ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
い
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
三
番
一
号

（
甲
）
全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会

代
表
理
事
理
事
長

桑
田

義
文

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
上
粕
屋
二
二
〇
番
地

（
乙
）
神
奈
川
県
酪
農
業
協
同
組
合
連
合
会

代
表
理
事
会
長

荒
井

新
吾

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
三
丁
目
三
番
三
号

（
甲
）
株
式
会
社
セ
イ
ビ
・
ビ
ル
シ
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

吉
田

雄
一

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
三
丁
目
三
番
三
号

（
乙
）
株
式
会
社
セ
イ
ビ
・
ク
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

怒
賀

洋
介

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
、
丁
及
び
戊
の
権

利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
、
丁
及
び
戊
は

解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
五
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
二
二
九
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
五
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
二
二
九
号
）

（
丙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
五
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
二
二
九
号
）

（
丁
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
戊
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
五
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
二
二
九
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

横
浜
市
緑
区
十
日
市
場
町
八
〇
五
番
地
二

（
甲
）
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｊ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
村

竜
司

横
浜
市
緑
区
十
日
市
場
町
八
〇
五
番
地
二

（
乙
）
神
奈
川
外
食
事
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
村

竜
司

横
浜
市
緑
区
十
日
市
場
町
八
〇
五
番
地
二

（
丙
）
株
式
会
社
Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｒ
Ｏ
Ｗ

代
表
取
締
役

川
村

竜
司

横
浜
市
緑
区
十
日
市
場
町
八
〇
五
番
地
二

（
丁
）
有
限
会
社
オ
ハ
ナ

取
締
役

川
村

竜
司

横
浜
市
緑
区
十
日
市
場
町
八
〇
五
番
地
二

（
戊
）
株
式
会
社
バ
ー
ベ
ン

代
表
取
締
役

川
村

竜
司
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令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決

議
は
経
ず
、
乙
の
株
主
総
会
決
議
は
令
和
七
年
十
二
月
十

五
日
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.fu
jitsu
.co
m
/jp
/g
ro
u
p
/fjj/

a
b
o
u
t/n
o
tifica

tio
n
s/

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
八
日

掲
載
頁

一
一
〇
頁
（
号
外
第
一
六
六
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
一
番
地
五

（
甲
）
富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

長
堀

泉

香
川
県
高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇
番
地
二

（
乙
）
株
式
会
社
富
士
通
四
国
イ
ン
フ
ォ
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

竹
岡
ゆ
か
り

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）（
丙
）（
丁
）
と
も
に

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
七
日

掲
載
頁

四
十
六
頁
（
号
外
第
一
〇
一
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
七
日

掲
載
頁

四
十
七
頁
（
号
外
第
一
〇
一
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

石
川
県
金
沢
市
福
増
町
北
八
五
五
番
地

（
甲
）
若
松
梱
包
運
輸
倉
庫
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

江
田

修
一

石
川
県
白
山
市
宮
永
町
二
八
四
八
番
地

（
乙
）
若
松
運
輸
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

江
田

修
一

石
川
県
金
沢
市
福
増
町
南
一
一
四
番
地
一
三

（
丙
）
日
本
物
流
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

江
田

修
一

石
川
県
金
沢
市
福
増
町
南
一
一
四
番
地
一
三

（
丁
）
株
式
会
社
ジ
ャ
ス
ト
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス

代
表
取
締
役
社
長

江
田

修
一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
六
月
二
十
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
七
日

掲
載
頁

七
十
六
頁
（
号
外
第
一
六
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
七
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
一
六
四
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
甲
府
市
宝
一
丁
目
二
一
番
二
九
号

（
甲
）
山
梨
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
々
木
宏
明

山
梨
県
甲
府
市
国
母
五
丁
目
六
番
一
七
号

（
乙
）
ネ
ッ
ツ
ト
ヨ
タ
山
梨
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
々
木
宏
明

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.ia -g

ro
u
p
.co
.jp
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.ia -g

ro
u
p
.co
.jp
/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

名
古
屋
市
西
区
牛
島
町
四
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
ア
ル
カ
ン
シ
エ
ル

代
表
取
締
役

濵
田

学

名
古
屋
市
西
区
牛
島
町
四
番
地
一

（
乙
）
株
式
会
社
ア
ル
カ
ン
シ
エ
ル
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス

代
表
取
締
役

中
村

正
和

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
平
成
興

業
（
乙
、
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
馬
渡
二
七
三
六
番
地
）

の
遊
技
場
（
所
在
栃
木
県
宇
都
宮
市
砂
田
町
四
八
三
番
地

四

名
称
Ｚ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ク
店
）
経
営
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
及
び
資
産
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
三
頁
（
号
外
第
二
三
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
二
頁
（
号
外
第
二
三
六
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

栃
木
県
宇
都
宮
市
下
栗
町
七
〇
一
番
地
四
六

株
式
会
社
ブ
レ
ス

代
表
取
締
役

金

泰
植

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

戦
略
部
及
び
グ
ロ
ー
ス
戦
略
部
に
関
わ
る
事
業
に
関
す
る

権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.m
eta
p
s.co
m

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
マ
イ
ク
ロ
ニ
テ
ィ

代
表
取
締
役

山
﨑
祐
一
郎

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
メ
タ
ッ
プ
ス
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役

山
﨑
祐
一
郎

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
を
し
て
乙
は
甲
の
リ
フ
ァ
レ
ン

ス
レ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
「
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｏ
」
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
甲
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号

（
甲
）
エ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長

越
智

通
勝

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
六
番
四
号

（
乙
）
ｂ
ａ
ｃ
ｋ

ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

須
藤

芳
紀

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
サ
ン
ゴ
バ
ン
・

セ
キ
ュ
リ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
住
所
東
京
都
千

代
田
区
麴
町
三
丁
目
七
番
地
）
に
対
し
て
当
社
の
自
動
車

用
ガ
ラ
ス
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
十
日

掲
載
頁

一
一
六
頁
（
号
外
第
一
七
四
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
麴
町
三
丁
目
七
番
地

サ
ン
ゴ
バ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

李

奭
雨

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
九
日
で
あ
り
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ワ
ン
セ
ル
フ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

茨
城
県
水
戸
市
元
吉
田
町
二
四
二
一
番
地
の
一
六

合
同
会
社
鳳
翔

代
表
社
員

沼
田

知
哉





令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二

四
帝
都
青
山
第

二
ビ
ル
Ｂ
Ｉ
Ｚ
ｃ
ｏ
ｍ
ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
渋
谷
南
四
Ｆ

〇
一

合
同
会
社
た
び
び
と

代
表
社
員

若
林

真
也

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

石
川
県
金
沢
市
泉
野
町
六
丁
目
一
一
番
二
一
号

合
同
会
社
Ｒ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ

代
表
社
員

伊
藤

隆
彦

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
西
島
一
五
七

一

合
同
会
社
Ｈ
＆
Ｋ

代
表
社
員

伏
本

佳
司

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
合
同
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

京
都
市
中
京
区
間
之
町
通
御
池
上
る
高
田
町
四
九

九
番
地

有
限
会
社
内
貴

取
締
役

内
貴
曽
一
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

大
阪
府
羽
曳
野
市
河
原
城
九
九
一
番
地

合
同
会
社
ホ
ー
ス
マ
ン
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

代
表
社
員

竹
野

豪
人

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

福
岡
市
中
央
区
天
神
二
丁
目
三
番
一
〇
号
天
神
パ

イ
ン
ク
レ
ス
ト
七
一
九
号

合
同
会
社
志
禅

代
表
社
員

福
島

祐
聡

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

福
岡
県
糸
島
市
前
原
西
四
丁
目
七
番
二
四
号

Ｂ
ｅ
ｌ
ｌ
ｉ
ａ
合
同
会
社

代
表
社
員

鈴
木

悠
仁

効
力
発
生
日
変
更
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
予
定
の
吸
収
合
併
の

効
力
発
生
日
を
令
和
八
年
五
月
一
日
に
変
更
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

群
馬
県
前
橋
市
広
瀬
町
三
丁
目
一
八
番
地
一
五

ハ
ー
モ
ニ
ー
ピ
ー
プ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

市
村

均
弥

効
力
発
生
日
変
更
公
告

左
記
会
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
四
日
予
定
の
吸
収
分

割
の
効
力
発
生
日
を
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
に
変
更
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
港
区
南
青
山
一
丁
目
三
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
３
ｉ

代
表
取
締
役

鉢
嶺

登

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
四
丁
目
二
番
一
一
号

ア
ビ
ス
タ
市
ヶ
谷
ビ
ル
二
階
Ｃ

（
乙
）
Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｃ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鉢
嶺

登

効
力
発
生
日
変
更
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
予
定
の
吸
収
合
併
の

効
力
発
生
日
を
令
和
七
年
十
二
月
一
日
に
変
更
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

滋
賀
県
米
原
市
西
円
寺
四
二
七
番
地

株
式
会
社
近
交
運
輸

代
表
取
締
役

山
田

普

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
万
円
減
少
し
九
千

八
百
万
円
と
す
る
こ
と
と
し
、
減
少
額
全
額
を
資
本
準
備

金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
二
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://d
c -ja
p
a
n
.jp
/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

山
形
県
米
沢
市
駅
前
三
丁
目
一

一
九

デ
ィ
ー
シ
ー
ジ
ェ
イ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

島
貫

純

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
九
月
十
七
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
目
黒
区
祐
天
寺
二
丁
目
一
一
番
三
号

株
式
会
社
ワ
イ
ズ
ボ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

石
井
由
美
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
万
円
減
少
し
九
百
万
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
世
田
谷
区
北
沢
一
丁
目
一
九
番
六

四
〇

二
号

株
式
会
社
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｓ

代
表
取
締
役

栁
平

隆
紀

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
五
百
万
円
減
少
し
一
千

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.in
fo
b
a
h
n
g
ro
u
p
.co
.jp
/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
渋
谷
区
円
山
町
二
三
番
二
号

株
式
会
社
メ
デ
ィ
ア
ジ
ー
ン

代
表
取
締
役

今
田

素
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
万
円
減
少
し
五
千
万
円

と
し
、
そ
の
減
少
額
の
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と

と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
八
日

掲
載
頁

一
七
〇
頁
（
号
外
第
一
〇
二
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
三
番
二
三
号

日
テ
レ
四
谷
ビ
ル
五
階

S
o
u
th
P
a
cific

F
ree
B
ird 株

式
会
社

代
表
取
締
役

谷
口

浩

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
万
円
減
少
し
百
万
円
と
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
清
水
第
一
号
二
七
番
地

一

合
同
会
社
ベ
ア
ラ
フ
ァ
ー
ム

代
表
社
員

髙
嶋

克
弥

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
百
九
十
九
億
円
減
少
し
一

億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.m
t -p
h
a
rm
a
.co
.jp
/co
m
p
a
n
y
/

a
n
n
o
u
n
cem
en
t/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

大
阪
市
中
央
区
道
修
町
三
丁
目
二
番
一
〇
号

田
辺
三
菱
製
薬
株
式
会
社

代
表
取
締
役

原
田

明
久





令和年月日 金曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
九
千
十
三
万
五
千
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
四
億
十
二
万
五
千
円
減
少
し
、
そ
れ

ぞ
れ
一
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

株
式
会
社
マ
イ
ク
ロ
ニ
テ
ィ

代
表
取
締
役

山
﨑
祐
一
郎

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
円
、
資
本
準
備
金
の
額

を
三
億
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.b
n
p
p
a
rib
a
s‑a
m
.co
m
/ja -jp

/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
一
号
グ
ラ

ン
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ノ
ー
ス
タ
ワ
ー

Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
・
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株

式
会
社

代
表
取
締
役

土
岐

大
介

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
募
集
株
式
の
発
行
に
よ
り
資
本
金
の
額
が
三

十
二
億
四
千
五
百
五
十
万
三
百
六
十
八
円
、
資
本
準
備
金

の
額
が
三
十
二
億
四
千
五
百
五
十
万
三
百
六
十
八
円
増
加

す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
金
の
額
を
三
十
二
億
四

千
五
百
五
十
万
三
百
六
十
八
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三

十
二
億
四
千
五
百
五
十
万
三
百
六
十
八
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
一
番
二
三
号

株
式
会
社
サ
ン
キ
ョ
ウ
・
ロ
ジ
・
ア
ソ
シ
エ
ー
ト

代
表
取
締
役

岩
井

哲
行

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
十
六
億
五
千
七
百
五
十
万

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
百
十
六
億
六
百
五
十
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.fid
elity

.jp

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
七
番
七
号

フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
証
券
株
式
会
社

代
表
取
締
役

コ
ル
ビ
ー
・
ペ
ン
ゾ
ー
ン

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
七
千
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
一
億
二
百
五
十
三
万
九
千
四
百
九
十
円
減
少

し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
千
万
円
、
十
七
億
八
千
八
百
三
十
九
万

四
千
九
百
五
十
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://co

in -tra
d
e.cc/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
一
番
一
号

株
式
会
社
マ
ー
キ
ュ
リ
ー

代
表
取
締
役
社
長

都
木

聡

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
四
千
九
百
万
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
と
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
九
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
頁

九
十
七
頁
（
号
外
第
七
十
二
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
中
央
区
明
石
町
六
番
四
号

オ
グ
ラ
ン
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

白
木

隆
晴

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
募
集
株
式
の
発
行
に
よ
り
資
本
金
の
額
が
十

三
億
千
四
百
九
十
九
万
八
千
三
百
円
、
資
本
準
備
金
の
額

が
十
三
億
千
四
百
九
十
九
万
八
千
三
百
円
増
加
す
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
、
資
本
金
の
額
を
十
三
億
千
四
百
九
十
九

万
八
千
三
百
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
三
億
千
四
百
九

十
九
万
八
千
三
百
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

神
奈
川
県
横
浜
市
都
筑
区
茅
ケ
崎
中
央
八
番
三
三

号
サ
ウ
ス
コ
ア
二
〇
五
号
室

株
式
会
社
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
ト
ー
タ
ル
サ

ポ
ー
ト

代
表
取
締
役

牧

邦
彦

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
七
千
五
百
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
三
億
七
千
五
百
万
円
、
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
n
im
o
n
.co
.jp

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

熊
本
県
熊
本
市
中
央
区
万
町
二
丁
目
四
番
地
早
川

倉
庫株

式
会
社
ア
ニ
モ
ン
ド
リ
ー
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

チ
ェ
ン
・
ル

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
十
一
月
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
普
通
株
式
二
千
九
百
三
十
八
株
を
一
億
四
千
九
百
三

十
五
万
二
百
五
十
五
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式
の

割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
一
号
パ
レ

ス
ビ
ル
五
階

株
式
会
社
Ｂ
Ｃ
Ｊ

７
９

代
表
取
締
役

杉
本

勇
次

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
事
業

年
度
及
び
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
事
業
年

度
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に

関
わ
る
定
時
株
主
総
会
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
十

五
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株

主
を
も
っ
て
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
南
区
西
大
沼
一

一
八

二

阪
神
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
野

信

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
長
宮
七
七
番
地

東
栄
運
輸
株
式
会
社

代
表
取
締
役

添
野

和
良

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
葛
飾
区
南
水
元
一
丁
目
二
八
番
一
四
号

ク
ラ
ウ
ン
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
泉

希
仁

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
東
久
留
米
市
前
沢
三
丁
目
四
番
四
三
号

株
式
会
社
カ
ノ
ウ
プ
ス

代
表
取
締
役

碓
田

信
一





令和年月日 金曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

福
井
市
松
本
一
丁
目
六
番
一
三
号

河
合
鉄
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

河
合

雅
信

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

名
古
屋
市
千
種
区
猫
洞
通
四
丁
目
二
〇
番
地

株
式
会
社
ア
ド
・
コ
ク
ユ
ー

代
表
取
締
役

岡
田

邦
宏

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

岡
山
市
南
区
市
場
一
丁
目
一
番
地

株
式
会
社
岡
山
丸
果

代
表
取
締
役

坪
井

克
己

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
村
上
清

隆
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
新
宿
区
大
久
保
一
丁
目
一
二
番
三
号

関
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

日
本
に
お
け
る
代
表
者

村
上

清
隆

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
加
納
正

城
、
賓
亮
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
品
川
区
北
品
川
一
丁
目
二
〇

四
ラ
イ
オ

ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
北
品
川
第
二
・
四
〇
四
号
室

青
島
輝
安
電
気
有
限
公
司

日
本
に
お
け
る
代
表
者

加
納

正
城

日
本
に
お
け
る
代
表
者

賓

亮

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
で
あ
る
旧
サ
ク

ラ
工
業
株
式
の
全
部
を
取
得
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
取
得
日
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
で
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
半
田
町
一
八
番
地

サ
ク
ラ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
野

貴
大

暗
号
資
産
交
換
業
の
一
部
廃
止
の
公
告

当
社
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
を
も
っ
て
暗
号
資
産
交

換
業
の
う
ち
法
人
向
け
サ
ー
ビ
ス
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｍ

Ａ
Ｘ

Ｂ
ｉ
ｚ
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条
の
二
十
第
五
項

に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
関
し
負
担
す
る
債
務

の
履
行
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
社
が
管
理
す
る
お

客
様
の
金
銭
を
、
予
め
ご
指
定
い
た
だ
い
た
お
客
様
の
金

融
機
関
の
口
座
に
振
り
込
む
方
法
に
よ
り
、
返
還
い
た
し

ま
す
。
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
当

社
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
、
返
還
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
当
社
が
管
理
す
る
お
客
様
の
暗
号
資
産
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

以
上
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条
の
二
十

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号
住
友
不

動
産
大
崎
ガ
ー
デ
ン
タ
ワ
ー
二
二
階

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｘ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
ｉ
ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
Ｃ
Ｅ
Ｏ

林

仁
奎

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
の
う
ち
五
千
三
百
九
十
万

口
を
消
却
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優

先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和

七
年
十
二
月
二
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
二
十
万
口
を
消
却
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
当
該
優
先
出
資
証
券

を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
十
二

月
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

青
山
レ
ジ
デ
ン
ス
特
定
目
的
会
社

取
締
役

當
間

崇
雄

取
締
役

ク
ー
・
シ
ェ
オ
フ
ォ
ン

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
四
十
二
万
口
を
消
却
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
当
該
優
先
出
資
証

券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
十

二
月
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

Ａ
Ｓ
富
谷
特
定
目
的
会
社

取
締
役

杉
本

健

取
締
役

當
間

崇
雄

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
二
十
八
万
六
千
口
を
消
却

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
当
該
優
先
出

資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七

年
十
二
月
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

Ｍ
Ａ
Ｙ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

杉
本

健

取
締
役

ク
ー
・
シ
ェ
オ
フ
ォ
ン

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
十
六
万
六
千
口
を
消
却
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
当
該
優
先
出
資

証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年

十
二
月
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

Ｓ
Ｓ
Ｔ
ウ
エ
ス
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鬼
丸

真
一

取
締
役

ク
ー
・
シ
ェ
オ
フ
ォ
ン





令和年月日 金曜日 第号官 報
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
開
催
の
臨
時
総

会
に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
十
万
円
か
ら
一
万
円

に
減
少
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

福
岡
県
遠
賀
郡
遠
賀
町
遠
賀
川
二
丁
目
八

六

Ｂ

一
〇
一
号

協
同
組
合
健
愛

代
表
理
事

溝
口

義
人

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
五
千
三
百
九
十
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は

h
ttp
s://w

w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｙ
ｏ
ｙ
ｏ
ｇ
ｉ

Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
百
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
八
月
十
五
日
付
官
報

の
号
外
第
一
八
五
号
一
二
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

青
山
レ
ジ
デ
ン
ス
特
定
目
的
会
社

取
締
役

當
間

崇
雄

取
締
役

ク
ー
・
シ
ェ
オ
フ
ォ
ン

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
百
十
億
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
八
月
十
五
日
付
官
報

の
号
外
第
一
八
五
号
一
二
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

Ａ
Ｓ
富
谷
特
定
目
的
会
社

取
締
役

杉
本

健

取
締
役

當
間

崇
雄

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
百
四
十
三
億
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
八
月
十
五
日
付
官
報

の
号
外
第
一
八
五
号
一
一
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

Ｍ
Ａ
Ｙ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

杉
本

健

取
締
役

ク
ー
・
シ
ェ
オ
フ
ォ
ン

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
十
三
億
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
八
月
十
五
日
付
官
報

の
号
外
第
一
八
五
号
一
一
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
丸
の
内
一

七
階

Ｓ
Ｓ
Ｔ
ウ
エ
ス
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鬼
丸

真
一

取
締
役

ク
ー
・
シ
ェ
オ
フ
ォ
ン

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
六
千
七
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

掲
載
頁

九
十
頁
（
号
外
第
九
十
一
号
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ト
ー
キ
ョ
ー
・
ネ
ス
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

八
角

浩
史

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
九
百
五
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0056/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｊ
Ｍ
カ
リ
ー
ナ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
八
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/

44K
456S -00059

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

ジ
ャ
パ
ン
・
ガ
ッ
サ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
八
千
四
百
六
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000346/1fz0/

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

辻
堂
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
九
月
三

十
日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号

に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
規
約
型
確

定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
八
番
地
四
四
号
Ｋ

Ｔ
ビ
ル
九
階

株
式
会
社
久
栄
社

代
表
取
締
役
社
長

田
畠

義
之

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
企
業
年
金
基
金
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
厚
生
労
働

大
臣
の
認
可
を
受
け
基
金
の
解
散
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
十
月
十
四
日
）
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
港
区
赤
坂
一

八

一

セ
ゾ
ン
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
企
業
年
金
基
金

清
算
人

武
田

俊
介

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
掲
載
の株

式
会
社
N
E
X
T

A
rc
U
n
ited

及
び
株
式
会
社
エ
ー
テ
ィ
ー
エ
ル
シ
ス
テ

ム
ズ
に
係
る
吸
収
分
割
公
告
中
、「
株
式
会
社
エ
ー
テ
ィ
ー

エ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
」
と
あ
る
は
、「（
乙
）
株
式
会
社
エ
ー

テ
ィ
ー
エ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
」の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

扱

店


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